
令和４年度
北海道水域利用調整区域の指定について

北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例（平成15年北海道

条例第35号）第18条規定により次の区域を水域利用調整区域に指定しま

した。

（１）石狩浜海水浴場水域（石狩市弁天町地先）

（２）おたるドリームビーチ海水浴場水域（小樽市銭函３丁目75番地先）

（３）銭函ヨットハーバー水域（小樽市銭函３丁目４６番地）

（４）銭函海水浴場水域（小樽市銭函３丁目）

（５）蘭島水域（小樽市蘭島１丁目）

・蘭島海水浴場水域

・水産動植物増殖施設水域

（６）浜中・モイレ海水浴場水域（余市郡余市町浜中町）

（７）壮瞥温泉園地水域（壮瞥町字壮瞥温泉62番地先）
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